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令和８年３月 

 

 町内会・自治会の皆様へ 

 

                   盛岡市総務部危機管理防災課     

 

「水害時に優先的に開設する避難所」の一部施設の見直しについて 

（お知らせ） 

 

日頃から当市の防災行政の推進に、格別の御理解と御協力をいただき深く感謝

申し上げます。 

令和７年８月から運用している「水害時に優先的に開設する避難所」について、

この度、次の施設を削除または追加することとしましたのでお知らせいたします。 

※水害時に優先的に開設する避難所とは・・・ 

 洪水や浸水の危険がある際に、優先的に開設される避難所のことです。 

 

記 

 

１ 見直しとなる避難施設 

(1) 「旧生出小学校」を削除（令和７年３月に廃校） 

(2) 「農民研修センター」を新たに追加で設定 

 

２ 見直しの理由 

  令和７年８月 22 日に「農民研修センター」を指定避難所に指定したことによ

り避難所運営の体制を構築したことから、災害時の迅速な避難所開設が可能で

あるため。 

 

３ 運用開始日 

令和８年４月１日から運用を開始します。 

 

 

  
【お問合せ先】 

総務部危機管理防災課 危機防災係 

電話 019-603-8031（直通）  



 
(参考資料)  

◼ 位置図 

名 称：農民研修センター 

所在地：下田字仲平 59-124 

 

 

 

◼ 玉山地域における水害時に優先的に開設する避難所一覧 

 

農民研修センター 

 

旧生出小学校 

生出川 

国土地理院ウェブサイトを加工して作成 


